
 

 

受けた計画に対して、公庫による⻑期低利融資、中⼩企業経営強化税制等の税制特例、農
研機構の設備等の供⽤等の措置を講ずることとしています。あわせて、地⽅公共団体等が
コンソーシアム等を構成し、⾷品等事業者の取組を連携して⽀援する取組に対する認定制
度も創設しています。 

⾷品等事業者を対象とした計画認定制度は令和7(2025)年度には54件の計画を認定した
ところであり、このうち、農林漁業者との安定的な取引関係の確⽴の取組では、⾷品企業
が、冷凍⾷品⼯場で発⽣する残さを堆肥化し農業者へ提供し、同堆肥を⽤いて栽培された
野菜を冷凍⾷品の原料とする、資源循環を通じた農業者との安定取引拡⼤の取組等が認定
されています。 

 

 
 

((特特定定農農産産加加⼯⼯業業者者のの経経営営改改善善とと原原材材料料のの調調達達安安定定化化をを推推進進))  
国際情勢の影響を受け、輸⼊原材料の価格⽔準の上

昇・⾼⽌まりが⽣じている中、農産加⼯業者の経営環
境は厳しさを増している状況にあります。 

このため、令和6(2024)年7⽉の改正後の特定農産加
⼯業経営改善等臨時措置法に基づき、原材料価格が⼤
幅に上昇したパン、麺、菓⼦、⼤⾖加⼯品等の分野で、
⼩⻨、⼤⾖等を原材料として使⽤する特定農産加⼯業
者等による原材料の調達安定化に向けた取組に対する
⽀援措置を実施しています。 

また、関税引下げ等による安価な輸⼊農産加⼯品と
の価格競争等の影響を受けている業種については、こ
れに属する特定農産加⼯業者等による事業の合理化等の経営改善の取組を⽀援しています。 

 
宮城県栗原市

く り は ら し
の有限会社川⼝

かわぐち
納⾖
なっとう

は、国産・地元産の⼤⾖にこだわ
った納⾖を始めとする加⼯⾷品を開発・製造しています。 

同社は、消費者に⼤⾖本来の味を楽しんでもらえるよう、たれ等を
添付しない納⾖を製造しています。⾼品質な⼤⾖を仕⼊れるため、同
市内の地元農家と直接契約を結び、原材料の安定調達を進めるととも
に、⼤⾖を品質に⾒合った価格で買い取ることにより、農家所得の向
上や品質に対する意識の向上を促しています。 

また、同社は、気候⾵⼟に適した新品種「すずみのり」に着⽬し、
豊かな⾃然と篤農家の情熱が育んだプレミアム納⾖をコンセプトとし
て、同品種を100%使⽤した付加価値の⾼い新商品の開発を⽬指してい
ます。さらに、同市内の契約を結んだ地元農家の想いや栽培へのこだ
わりをストーリーにして伝えることを通じ、⾼収益なブランドを確⽴
することとしています。くわえて、同品種の⽣産規模拡⼤と安定調達
のため、同社から農家にトラクター等の農業機械を貸与することとし
ています。 

このほか、同社は地元で⽶の⽣産に取り組み、⽶と地元特産のみそ、納⾖を使⽤したせんべいを開
発・製造しています。せんべいを製造する際に出る端材等は地元の養鶏場に餌として提供し、環境負
荷低減と地元への貢献に取り組んでいます。 

オオリリジジナナルル乾乾燥燥納納⾖⾖ののPPRR  
資料：有限会社川⼝納⾖ 

((事事例例))  地地元元農農家家ととのの連連携携をを通通じじてて⾷⾷品品のの付付加加価価値値とと農農家家所所得得のの向向上上をを推推進進((宮宮城城県県))  

新新たたにに導導⼊⼊ししたた国国産産⼤⼤⾖⾖をを使使⽤⽤ししたた  
厚厚揚揚げげ製製造造ラライインン  

資料：相模屋⾷料株式会社 
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⾷品産業は、国産農林⽔産物の主要な仕向先であり、農業と消費者の間に位置し、⾷料

の安定供給を担うとともに、消費者ニーズを⽣産者に伝達する役割を担っています。また、
多くの雇⽤や付加価値を⽣み出すとともに、環境負荷の低減等にも取り組んでいます。 

本節では、⾷品産業の動向や、JAS1を始めとした規格・認証の活⽤等について紹介しま
す。 
 

((11))  農農林林漁漁業業者者ととのの安安定定的的なな取取引引関関係係のの確確⽴⽴  
((国国産産⾷⾷⽤⽤農農林林⽔⽔産産物物のの仕仕向向先先のの約約33分分のの22がが⾷⾷品品製製造造業業・・外外⾷⾷産産業業))  

令和2(2020)年における国産⾷⽤農林⽔
産物の仕向先を⾒ると、64.6%が⾷品製造
業・外⾷産業に仕向けられており、⾷品産
業は国産⾷⽤農林⽔産物の最⼤の仕向先と
なっています(図図表表44--22--11)。 

さらに、品質の⾼い製品を提供すること
により我が国の⾷⽣活の豊かさを⽀えてい
ます。 

 
 
 
 
 
 

((⾷⾷料料シシスステテムム法法にに基基づづくく計計画画認認定定制制度度をを創創設設しし、、⾷⾷品品産産業業とと農農業業のの連連携携等等をを推推進進))  
持続的な⾷料システムの実現には、⾷品産業における国産原材料の利⽤促進、産地との

連携強化や⽣産性の向上等を推進し、その体質強化・事業継続を図ることや、原材料調達
や製造⼯程等における持続性に配慮した産業への移⾏を推進していくことが重要となって
います。 

また、令和7(2025)年6⽉に公布された「⾷品等の流通の合理化及び取引の適正化に関す
る法律及び卸売市場法の⼀部を改正する法律」による⾷料システム法2に基づき、合理的な
費⽤を考慮した価格形成3と⾷品産業の持続的な発展に向けた施策を⼀体的に推進するこ
ととしています。 

同法では、⾷品産業の持続的な発展を促すため、農林漁業者との安定的な取引関係の確
⽴、流通の合理化、環境負荷の低減、消費者の選択⽀援に計画的に取り組む⾷品等事業者
の認定制度を創設し、同計画認定制度に関する規定は同年10⽉に施⾏されました。認定を

 
1 Japanese Agricultural Standardsの略で、⽇本農林規格のこと 
2 正式名称は「⾷品等の持続的な供給を実現するための⾷品等事業者による事業活動の促進及び⾷品等の取引の適正化に関する法律」 
3 第4章第3節を参照 

図表4-2-1 国産⾷⽤農林⽔産物の⽤途別仕向
割合 

資料：農林⽔産省「令和2年(2020年)農林漁業及び関連産業を中⼼と
した産業連関表(飲⾷費のフローを含む。)」を基に作成 

⾷品製造業向け
5.8兆円
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最終消費向け
3.4兆円
(35.4%)

⾷⾷品品製製造造業業・・
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6644..66％％
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((33))  技技術術のの開開発発・・利利⽤⽤のの推推進進  
((⾷⾷料料品品製製造造業業のの労労働働⽣⽣産産性性はは前前年年度度にに⽐⽐べべ向向上上))  

令和6(2024)年度における⾷料品製造業
の労働⽣産性は、前年度に⽐べ4.1%向上し
7,386千円/⼈となっています(図図表表44--22--22)。 

他⽅、⾷品製造業の⼈⼿不⾜・⼈材不⾜
が引き続き課題となる中、⽣産性の向上が
急務となっています。 

このため、農林⽔産省では、経済産業省
等と連携し、⽣産性の向上に資するAI、ロ
ボット等の先端技術の研究開発、実証・改
良から普及までを総合的に⽀援することと
しています。 
 
 
 
 
((我我がが国国発発・・地地域域発発ののフフーードドテテッッククビビジジネネスス創創出出をを推推進進))  

世界の⾷料需要の増⼤に対応した持続可能な⾷料供給のほか、個⼈の多様なニーズを満
たす健康で豊かな⾷⽣活や、⾷品産業の⽣産性の向上の実現が求められている中、フード
テック1を活⽤した新たなビジネスの創出への関⼼が世界的に⾼まっています。 

 
1 ⽣産から流通・加⼯、外⾷、消費等へとつながる⾷分野の新しい技術及びその技術を活⽤したビジネスモデルのこと 

 
⾼知県芸⻄村

げいせいむら
では温暖な気候を活かした施設園芸が盛んです。同

村の施設ピーマンの⽣産者は、物流⽣産性の向上を図るため、運送
事業者と共に「N K O

エヌケーオー
協議会」を⽴ち上げ、ピーマンが他の品⽬と

⽐較し空輸における輸送効率が⾼いという特徴を活かし、旅客機の
床下スペースを活⽤したモーダルシフトに取り組んでいます。 

トラックや船舶の輸送と⽐較し、空輸は輸送費が⾼額となる傾向
にありますが、床下スペースはピーマンの鮮度維持に適した⼀定の
気温に保たれているという利点があります。また、旅客機の出発時
刻に合うよう作業内容を⾒直し、出荷⽤段ボール箱の⾃動組⽴機械
や、搬⼊から袋詰め、重量チェックといった⼀連の集出荷作業を⾃
動化する荷受コンベア設備を導⼊することで、作業時間の削減と出
荷量の拡⼤を実現し、海外市場を含む遠距離地への短期間輸送を可
能にしました。 

今後、同協議会の構成員や他のピーマン⽣産者と協⼒して取扱量
を増やしつつ、集出荷作業の更なる⾃動化を進め、国内外の市場へ
の出荷を積極的に展開することとしています。 

旅旅客客機機へへののピピーーママンンのの積積込込みみ  
資料：⽇本通運株式会社 

((事事例例))  モモーーダダルルシシフフトトにによよるる物物流流⽣⽣産産性性のの向向上上((⾼⾼知知県県))  

図表4-2-2 製造業全体と⾷料品製造業の労働
⽣産性 

資料：経済産業省「経済産業省企業活動基本調査」を基に農林⽔産
省作成 

注：1) 労働⽣産性=付加価値額÷常時従業者数 
2) 令和6(2024)年度実績は速報値 
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((22))  流流通通のの合合理理化化  
((官官⺠⺠合合同同でで物物流流効効率率化化にに向向けけてて対対応応))  

我が国の物流については、今後想定される輸送⼒不⾜の解消や2050年ネット・ゼロ1の実
現、⾃動運転等の技術⾰新への対応等の⼤きな変⾰を迫られています。このような状況に
対応するため、政府は、令和8(2026)年3⽉に、我が国の物流施策の⽅向性を⽰す新たな「総
合物流施策⼤綱(2026年度〜2030年度)」を閣議決定しました。 

物流の課題への制度的対応として、「物資の流通の効率化に関する法律」に基づき、令和
7(2025)年4⽉から、荷主や物流事業者等に対して物流効率化に取り組む努⼒義務を課して
おり、さらに令和8(2026)年4⽉からは、⼀定規模以上の事業者に対し、物流効率化の取組
に関する中⻑期計画の作成や定期報告を義務付けることとなっています。また、令和
8(2026)年1⽉に施⾏された「下請代⾦⽀払遅延等防⽌法及び下請中⼩企業振興法の⼀部を
改正する法律」により改正された「製造委託等に係る中⼩受託事業者に対する代⾦の⽀払
の遅延等の防⽌に関する法律」及び「受託中⼩企業振興法」により、物流の取引適正化も
進められることとなりました。 

このような我が国の物流をめぐる情勢の中で、引き続き⾷品の流通を確保していくため
に、令和5(2023)年度に設置した農林⽔産省と⺠間の関係団体等で構成される「農林⽔産
品・⾷品の物流に関する官⺠合同タスクフォース」において、令和12(2030)年度に向けた
重点取組事項として、パレット標準化、デジタル化、商慣習の⾒直し、モーダルシフト・
中継輸送の4項⽬を新たに定め、具体的な物流課題の把握・対応を⾏っています。令和
7(2025)年11⽉には全体会合を開催し、各業種での物流改善の取組事例等について情報交
換を⾏ったところです。 

 
((卸卸売売市市場場のの物物流流機機能能をを強強化化))  

卸売市場は、野菜、果物、⿂、⾁等の⽇々の⾷卓に⽋かすことのできない⽣鮮⾷料品等
を国⺠に円滑かつ安定的に供給するための基幹的なインフラであり、多種・⼤量の物品の
効率的・継続的な集分荷、公正で透明性の⾼い価格形成等の重要な機能を担っています。 

⾷料安全保障の強化が求められる中、持続的に⽣鮮⾷料品等の安定供給を確保していく
ため、⽼朽化に伴う施設の更新や、物流施策全体の⽅向性と調和し、標準化・デジタル化
に対応して物流機能を強化するための施設整備が必要となっています。 

農林⽔産省では、物流機能を強化するために、コールドチェーンの確保等に資する施設
や、中継共同物流に必要な施設の整備等を⽀援することとしています。このような施設を
活かし、荷の⼤ロット化・予冷を⾏ってトラック輸送から鉄道・船舶輸送等への転換(モー
ダルシフト)等を⾏う取組も⾒られます。 
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((33))  技技術術のの開開発発・・利利⽤⽤のの推推進進  
((⾷⾷料料品品製製造造業業のの労労働働⽣⽣産産性性はは前前年年度度にに⽐⽐べべ向向上上))  

令和6(2024)年度における⾷料品製造業
の労働⽣産性は、前年度に⽐べ4.1%向上し
7,386千円/⼈となっています(図図表表44--22--22)。 

他⽅、⾷品製造業の⼈⼿不⾜・⼈材不⾜
が引き続き課題となる中、⽣産性の向上が
急務となっています。 

このため、農林⽔産省では、経済産業省
等と連携し、⽣産性の向上に資するAI、ロ
ボット等の先端技術の研究開発、実証・改
良から普及までを総合的に⽀援することと
しています。 
 
 
 
 
((我我がが国国発発・・地地域域発発ののフフーードドテテッッククビビジジネネスス創創出出をを推推進進))  

世界の⾷料需要の増⼤に対応した持続可能な⾷料供給のほか、個⼈の多様なニーズを満
たす健康で豊かな⾷⽣活や、⾷品産業の⽣産性の向上の実現が求められている中、フード
テック1を活⽤した新たなビジネスの創出への関⼼が世界的に⾼まっています。 

 
1 ⽣産から流通・加⼯、外⾷、消費等へとつながる⾷分野の新しい技術及びその技術を活⽤したビジネスモデルのこと 

 
⾼知県芸⻄村

げいせいむら
では温暖な気候を活かした施設園芸が盛んです。同

村の施設ピーマンの⽣産者は、物流⽣産性の向上を図るため、運送
事業者と共に「N K O

エヌケーオー
協議会」を⽴ち上げ、ピーマンが他の品⽬と

⽐較し空輸における輸送効率が⾼いという特徴を活かし、旅客機の
床下スペースを活⽤したモーダルシフトに取り組んでいます。 

トラックや船舶の輸送と⽐較し、空輸は輸送費が⾼額となる傾向
にありますが、床下スペースはピーマンの鮮度維持に適した⼀定の
気温に保たれているという利点があります。また、旅客機の出発時
刻に合うよう作業内容を⾒直し、出荷⽤段ボール箱の⾃動組⽴機械
や、搬⼊から袋詰め、重量チェックといった⼀連の集出荷作業を⾃
動化する荷受コンベア設備を導⼊することで、作業時間の削減と出
荷量の拡⼤を実現し、海外市場を含む遠距離地への短期間輸送を可
能にしました。 

今後、同協議会の構成員や他のピーマン⽣産者と協⼒して取扱量
を増やしつつ、集出荷作業の更なる⾃動化を進め、国内外の市場へ
の出荷を積極的に展開することとしています。 

旅旅客客機機へへののピピーーママンンのの積積込込みみ  
資料：⽇本通運株式会社 

((事事例例))  モモーーダダルルシシフフトトにによよるる物物流流⽣⽣産産性性のの向向上上((⾼⾼知知県県))  

図表4-2-2 製造業全体と⾷料品製造業の労働
⽣産性 

資料：経済産業省「経済産業省企業活動基本調査」を基に農林⽔産
省作成 

注：1) 労働⽣産性=付加価値額÷常時従業者数 
2) 令和6(2024)年度実績は速報値 
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((22))  流流通通のの合合理理化化  
((官官⺠⺠合合同同でで物物流流効効率率化化にに向向けけてて対対応応))  

我が国の物流については、今後想定される輸送⼒不⾜の解消や2050年ネット・ゼロ1の実
現、⾃動運転等の技術⾰新への対応等の⼤きな変⾰を迫られています。このような状況に
対応するため、政府は、令和8(2026)年3⽉に、我が国の物流施策の⽅向性を⽰す新たな「総
合物流施策⼤綱(2026年度〜2030年度)」を閣議決定しました。 

物流の課題への制度的対応として、「物資の流通の効率化に関する法律」に基づき、令和
7(2025)年4⽉から、荷主や物流事業者等に対して物流効率化に取り組む努⼒義務を課して
おり、さらに令和8(2026)年4⽉からは、⼀定規模以上の事業者に対し、物流効率化の取組
に関する中⻑期計画の作成や定期報告を義務付けることとなっています。また、令和
8(2026)年1⽉に施⾏された「下請代⾦⽀払遅延等防⽌法及び下請中⼩企業振興法の⼀部を
改正する法律」により改正された「製造委託等に係る中⼩受託事業者に対する代⾦の⽀払
の遅延等の防⽌に関する法律」及び「受託中⼩企業振興法」により、物流の取引適正化も
進められることとなりました。 

このような我が国の物流をめぐる情勢の中で、引き続き⾷品の流通を確保していくため
に、令和5(2023)年度に設置した農林⽔産省と⺠間の関係団体等で構成される「農林⽔産
品・⾷品の物流に関する官⺠合同タスクフォース」において、令和12(2030)年度に向けた
重点取組事項として、パレット標準化、デジタル化、商慣習の⾒直し、モーダルシフト・
中継輸送の4項⽬を新たに定め、具体的な物流課題の把握・対応を⾏っています。令和
7(2025)年11⽉には全体会合を開催し、各業種での物流改善の取組事例等について情報交
換を⾏ったところです。 

 
((卸卸売売市市場場のの物物流流機機能能をを強強化化))  

卸売市場は、野菜、果物、⿂、⾁等の⽇々の⾷卓に⽋かすことのできない⽣鮮⾷料品等
を国⺠に円滑かつ安定的に供給するための基幹的なインフラであり、多種・⼤量の物品の
効率的・継続的な集分荷、公正で透明性の⾼い価格形成等の重要な機能を担っています。 

⾷料安全保障の強化が求められる中、持続的に⽣鮮⾷料品等の安定供給を確保していく
ため、⽼朽化に伴う施設の更新や、物流施策全体の⽅向性と調和し、標準化・デジタル化
に対応して物流機能を強化するための施設整備が必要となっています。 

農林⽔産省では、物流機能を強化するために、コールドチェーンの確保等に資する施設
や、中継共同物流に必要な施設の整備等を⽀援することとしています。このような施設を
活かし、荷の⼤ロット化・予冷を⾏ってトラック輸送から鉄道・船舶輸送等への転換(モー
ダルシフト)等を⾏う取組も⾒られます。 
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機同等性の対象品⽬として追加しました。くわえて、英国との間で畜産物を追加し、令和
8(2026)年度から発効できるよう⼿続を進めました。 

このほか、農林⽔産省では、輸出促進に向けた海外との取引を円滑に進めるための環境
整備として、産学官の連携により、ISO1規格等の国際規格の制定・活⽤及びJASの国際標
準化を進めています。 

 
((44))  事事業業基基盤盤のの充充実実等等  
((経経営営者者のの⾼⾼齢齢化化にによよりり事事業業承承継継のの課課題題をを抱抱ええるる企企業業がが多多数数存存在在))  

中⼩企業が⼤半を占める⾷品産業では、経営者の⾼齢化により事業承継の課題を抱える
企業の割合が⾼くなっています(図図表表44--22--44)。 

国内市場を対象としてきた⾷品事業者の中には、⼈⼝減少に伴う国内市場の縮⼩が避け
難いこと等を背景として、⾃⾝の世代での廃業を考え、将来に向けた⽣産拡⼤や設備の更
新等の追加投資を控えるなど、撤退を視野に⼊れている事業者も⾒られます。 

⾷料には⾷品製造業による加⼯を経て消費者に届くものが多いことに加え、加⼯⾷品の
中には、地域の農林⽔産業と密接に関係し地域の⾷⽂化を反映するものも多いことから、
⾷品製造業を次世代につなげていくことが重要です。農林⽔産省は、事業の円滑な引継ぎ
やその後の経営⾰新に向けた取組等を通じた⾷品事業者の事業基盤の充実を促進するとと
もに、世界の⾷市場を視野に⼊れた⾷品産業への転換を図るため、⾷品産業における海外
展開の促進に取り組むこととしています。 

 

 

 
1 International Organization for Standardizationの略で、国際標準化機構のこと 

図表4-2-4 個⼈事業主等の年齢別割合、事業承継の意向 

資料：中⼩企業庁「令和6年中⼩企業実態基本調査」を基に農林⽔産省作成 
注：1) 令和5(2023)年度決算実績の数値 

2) 個⼈事業主等は、法⼈企業の社⻑を含む。 
3) 「その他」は「会社への引継ぎを考えている」、「個⼈への引継ぎを考えている」、「その他の⽅法による事業承継を考えている」等

と回答した者の割合 

(個⼈事業主等の年齢別割合) (事業承継の意向) 
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このため、基本計画、「地⽅みらい共創戦略1」において、我が国発・地域発のフードテ
ックビジネス及びフードテックを活⽤した⾷品産業の発展・地域活性化を推進することと
されました。このような中、更なる経済成⻑を実現するため、令和7(2025)年11⽉に設置
された⽇本成⻑戦略本部において、フードテックが17の戦略分野の⼀つに位置付けられた
ことから、同年12⽉に農林⽔産省においてフードテックワーキンググループを⽴ち上げ、
農林⽔産⼤⾂のもと、官⺠連携の戦略的投資を促進するための⽅策を検討しています。令
和8(2026)年3⽉には第2回フードテックワーキンググループを開催し、植物⼯場等の官⺠
投資ロードマップの作成に向けた意⾒交換等を⾏いました。 

気候変動による異常気象の頻発化等の⾷料安全保障上のリスクが⾼まるとともに、国内
の労働⼈⼝の減少が予測される中で、フードテックは⾷料の安定供給や労働⽣産性の向上
等に貢献することが期待されています。例えば国内のスタートアップでは、密閉⽅式の栽
培装置により、栽培環境を⾼精度で制御できる完全閉鎖型植物⼯場や、⾷材をいためて盛
り付け、鍋を洗浄するまでの過程を⾃動化した調理ロボットの開発が進められているとこ
ろです(図図表表44--22--33)。 

 

 
 

((農農林林⽔⽔産産物物・・⾷⾷品品のの競競争争⼒⼒強強化化ににつつななががるるJJAASSのの普普及及・・展展開開))  
近年、輸出の拡⼤や市場ニーズの多様化が進んでいることから、農林⽔産省では、JAS

法2に基づき、農林⽔産物・⾷品の品質だけでなく、事業者による農林物資の取扱⽅法、⽣
産⽅法、試験⽅法等について認証する新たなJAS制度を推進しており、事業者や産地の創
意⼯夫により⽣み出された多様な価値・特⾊が戦略的に活⽤され、我が国の農林⽔産・⾷
品分野の競争⼒の強化につながることが期待されています。 

令和7(2025)年度は、アーモンドミルクや⽇本茶普及推進専⾨員等のJASの制定に向けて、
規格の要件等について整理するとともに、トマト加⼯品、地鶏⾁等のJASを⾒直しました。
また、このようなJASの認知度を⾼めるため、イベントやスーパーでの周知活動を⾏いま
した。 

さらに、有機⾷品や有機酒類の輸出拡⼤に資するため、既に有機同等性を相互承認して
いる国・地域との間で対象範囲の拡⼤を進めており、令和7(2025)年5⽉にはEUとの間で
畜産物及び酒類について、同年10⽉には⽶国及び英国との間で酒類について、それぞれ有

 
1 第6章第1節を参照 
2 正式名称は「⽇本農林規格等に関する法律」 

図表4-2-3 フードテック分野の取組例 

資料：株式会社プランテックス 
完完全全密密閉閉型型栽栽培培装装置置ののイイメメーージジ  ⾃⾃動動調調理理ロロボボッットトののイイメメーージジ  

資料：TechMagic株式会社 
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機同等性の対象品⽬として追加しました。くわえて、英国との間で畜産物を追加し、令和
8(2026)年度から発効できるよう⼿続を進めました。 

このほか、農林⽔産省では、輸出促進に向けた海外との取引を円滑に進めるための環境
整備として、産学官の連携により、ISO1規格等の国際規格の制定・活⽤及びJASの国際標
準化を進めています。 

 
((44))  事事業業基基盤盤のの充充実実等等  
((経経営営者者のの⾼⾼齢齢化化にによよりり事事業業承承継継のの課課題題をを抱抱ええるる企企業業がが多多数数存存在在))  

中⼩企業が⼤半を占める⾷品産業では、経営者の⾼齢化により事業承継の課題を抱える
企業の割合が⾼くなっています(図図表表44--22--44)。 

国内市場を対象としてきた⾷品事業者の中には、⼈⼝減少に伴う国内市場の縮⼩が避け
難いこと等を背景として、⾃⾝の世代での廃業を考え、将来に向けた⽣産拡⼤や設備の更
新等の追加投資を控えるなど、撤退を視野に⼊れている事業者も⾒られます。 

⾷料には⾷品製造業による加⼯を経て消費者に届くものが多いことに加え、加⼯⾷品の
中には、地域の農林⽔産業と密接に関係し地域の⾷⽂化を反映するものも多いことから、
⾷品製造業を次世代につなげていくことが重要です。農林⽔産省は、事業の円滑な引継ぎ
やその後の経営⾰新に向けた取組等を通じた⾷品事業者の事業基盤の充実を促進するとと
もに、世界の⾷市場を視野に⼊れた⾷品産業への転換を図るため、⾷品産業における海外
展開の促進に取り組むこととしています。 

 

 

 
1 International Organization for Standardizationの略で、国際標準化機構のこと 

図表4-2-4 個⼈事業主等の年齢別割合、事業承継の意向 

資料：中⼩企業庁「令和6年中⼩企業実態基本調査」を基に農林⽔産省作成 
注：1) 令和5(2023)年度決算実績の数値 

2) 個⼈事業主等は、法⼈企業の社⻑を含む。 
3) 「その他」は「会社への引継ぎを考えている」、「個⼈への引継ぎを考えている」、「その他の⽅法による事業承継を考えている」等
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このため、基本計画、「地⽅みらい共創戦略1」において、我が国発・地域発のフードテ
ックビジネス及びフードテックを活⽤した⾷品産業の発展・地域活性化を推進することと
されました。このような中、更なる経済成⻑を実現するため、令和7(2025)年11⽉に設置
された⽇本成⻑戦略本部において、フードテックが17の戦略分野の⼀つに位置付けられた
ことから、同年12⽉に農林⽔産省においてフードテックワーキンググループを⽴ち上げ、
農林⽔産⼤⾂のもと、官⺠連携の戦略的投資を促進するための⽅策を検討しています。令
和8(2026)年3⽉には第2回フードテックワーキンググループを開催し、植物⼯場等の官⺠
投資ロードマップの作成に向けた意⾒交換等を⾏いました。 

気候変動による異常気象の頻発化等の⾷料安全保障上のリスクが⾼まるとともに、国内
の労働⼈⼝の減少が予測される中で、フードテックは⾷料の安定供給や労働⽣産性の向上
等に貢献することが期待されています。例えば国内のスタートアップでは、密閉⽅式の栽
培装置により、栽培環境を⾼精度で制御できる完全閉鎖型植物⼯場や、⾷材をいためて盛
り付け、鍋を洗浄するまでの過程を⾃動化した調理ロボットの開発が進められているとこ
ろです(図図表表44--22--33)。 
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規格の要件等について整理するとともに、トマト加⼯品、地鶏⾁等のJASを⾒直しました。
また、このようなJASの認知度を⾼めるため、イベントやスーパーでの周知活動を⾏いま
した。 

さらに、有機⾷品や有機酒類の輸出拡⼤に資するため、既に有機同等性を相互承認して
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